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１ 企画調整局・委員会等 

⑴ 支出に関する事務

① 遅滞なく支払を行うべきもの

請求書受理日から 30日を超えて支払われて

 いる事例があった。

（企画調整局企画調整部企画課，市長室国際交流

推進部，市会事務局庶務課，

人事委員会事務局任用課）

適正な事務処理をするべきである。

今後は請求書受理後の速やかな支

出事務が行われるよう、朝礼の場な

どを通じて局内の支出担当者及び管

理者に再度周知徹底するなどの措置

を講じた。 

（企画調整局企画調整部企画課） 

今後同様の事例が生じないよう、

職員に周知徹底を図った。 

（市長室国際交流推進部） 

所属内で事例の周知を図るととも

に、支払担当者だけでなく、その他

の職員もフォローするよう注意喚起

し、再発防止の徹底を行った。 

（市会事務局庶務課） 

請求書受理後は，速やかに支出手

続きを進め，支出事務の進捗状況の

管理を徹底する措置を講じた。 

（人事委員会事務局任用課） 

措置済 

措置済 

措置済 

措置済 

② 専決規程に定める適正な決裁を得るべきもの

ポートアイランド先端医療センター前駅より

新中央市民病院を結ぶ上空通路の設置に関する

平成 22 年度都市再生整備計画補助金の額

（155,000 千円）の確定及び補助金の支出につ

いて，副市長以下専決規程では副市長まで決裁

を得ることになっているが，企画調整局長まで

しか決裁が得られていない事例があった。あわ

せて補助金の額が 500 万円を超える場合は，

行財政局長の合議が必要であるが，合議がなさ

れていなかった。

（企画調整局企画調整部調整課）

専決規程に定める適正な決裁を得るべきであ

る。

今後同様の事例が起こらないよ

う，副市長以下専決規程を遵守し，

適正な決裁を得るよう、朝礼の場な

どを通じて局内に周知徹底するなど

の措置を講じた。 

措置済 
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③ 補助金の実績報告を速やかに提出させるべき

 もの 

神戸医療産業都市構想や「健康を楽しむまち

づくり」の推進に寄与することを目的とした健

康づくり支援システム構築事業費補助金につい

て，交付要綱では，補助事業者は，補助事業が

完了したときは，その日から 30 日を経過した

日又は翌会計年度の 4 月 15 日のいずれか早い

日までに実績報告書を提出しなければならない

と定めているが，平成 23 年度の実績報告書に

ついて，報告期限を過ぎた 5 月 28 日に提出さ

れている事例があった。 

（企画調整局医療産業都市推進本部調査課）

交付要綱に定められた期限内に実績報告書を

提出させるべきである。 

 

交付要綱に定める事務手続きにつ

いて改めて確認し，会議の場などを

通じて局内に周知徹底するととも

に，補助事業者に対しても改めて注

意を促すなど，今後，同様の事例が

起こらないよう措置を講じた。 

 

措置済 

④ 契約書に基づいて適正な時期に委託料を支出

するべきもの 

市民から引き継いだ古文書整理等業務に係る

委託契約書では，委託料について期限を定め概

算払を行うことになっているが，期限を過ぎて

から支出されている事例があった。 

（企画調整局企画調整部企画課）

契約書に基づいた適正な事務処理をするべき

である。 

 

今回の指摘を踏まえ、今後は受託

者からの請求書が速やかに提出され

るよう指導を徹底するなど，契約に

ついて適正な執行管理を行うよう措

置を講じた。 

 

措置済 

⑵ 契約に関する事務 

① とりまとめて契約するべきもの 

福祉用具の適正な利用の促進に関する調査研

究に係る報告書については，本編版と資料編を

加えた全編版の 2 種類の報告書を印刷してい

る。この 2 種類の報告書は，本編が同一で資

料編が添付されているかどうかの違いだけであ

り，一括して印刷を発注，契約するべきである

が，別々の業者との間で専決契約を行っている

事例があった。 

（企画調整局医療産業都市推進本部調査課）

計画的，かつ適正に契約事務を行うべきである。

 

今後，同様の事務処理がある場合

は，このような誤りのないよう計画

的かつ適正な事務処理を行うよう，

会議の場などを通じて局内に周知徹

底するなどの措置を講じた。 

 

措置済 
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２ 会計室 

⑴ 支出に関する事務 

① 公共料金一括支払前渡金の精算事務を適正に

行うべきもの 

会計室では各局への光熱水費の請求を集約

し，前渡金口座から自動振替払により各事業者

に支払っている。同口座への支払資金は会計室

が毎月概算で支出しており，前渡金の精算は当

月分の定例的な自動振替払の終了日を用務終了

日とし，その用務終了日から 5 日以内にする

べきであるが，実際には用務終了日を自動振替

払の終了後から 1 ヶ月近く経過した日として

いた場合があるなど正しく記入されておらず，

前渡金の精算が正しい用務終了日から 5 日以

内に行われていない場合があった。 

年度替りに合わせた事業の改廃等による契約

の変更・解除の結果，新年度は該当費目が存在

しない等の理由で，後日年度区分の整理作業等

の必要性が判明した場合は，改めて振替決議等

を行うこととし，例月の前渡金については会計

規則や公共料金の自動振替払取扱要領に即した

精算事務を行うべきである。 

 

 

 

 

平成 24 年度分について， 終引

落日から 5 日以内に戻入精算するこ

ととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 財産の管理に関する事務 

① 収入証紙の管理を適正に行うべきもの 

収入証紙の販売を行っていた神戸市職員共助

組合の売りさばき人の指定を取り消したことに

伴い，同組合から平成 23 年 7 月に買い戻した

証紙が金庫内に保管されていたが，収入証紙出

納簿には返還分の受入が記載されていなかっ

た。 

神戸市収入証紙条例施行規則等に基づき，収

入証紙の管理を適正に行うべきである。 

 

  

 返還された収入証紙は，収入証紙

出納簿に記載を行った。 

 また，「神戸市収入証紙の交換等

に関する事務取扱要領」を改正し，

返還された収入証紙の取扱いを明確

にした。 

 

 

措置済 
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３ 産業振興局等 

⑴ 収入に関する事務 

① 使用料等の調定及び徴収に係る事務処理を適

正に行うべきもの 

 ア 神戸市立自然休養村管理センターの一部につ

いて，行政財産の目的外使用許可を行い，使用

料を徴収しているが，その使用料が納期限内に

納付されていない事例があった。 （計画課）

債権の管理に関する条例に基づき，督促状を

送付し，必要な場合は延滞金を徴収するなど適

正な債権管理をするべきである。 

 イ 神戸市有馬温泉施設条例施行規則では，｢神

戸市有馬温泉施設｣の「使用料は，使用に係る

月の翌月の 10 日」までに納付しなければなら

ないと規定されているが，調定自体が遅延して

いる事例や，納付期限を翌月の 10 日に設定し

ていない事例があった。 

（観光コンベンション課）

規則に則った，適正な調定事務を行うべきで

ある。 

 ウ 神戸市ものづくり復興工場を活用し，地域の

大学研究者等に対して実験・研究用の貸しス

ペース(大学サテライト研究室)を提供し，負担

金等を徴収しているが，納期限内に納付されて

いない事例があった。 

   また，当該事業については，平成 24 年度よ

り直営事業化（平成 23 年度までは神戸市産業

振興財団へ委託）しているが，監査日現在，市

と相手方との間で，利用や負担に関する事務処

理手続きが行われていない事例があった。 

        （工業課）

相手方に督促を行うなど滞納防止に努めると

ともに，速やかに適正な事務処理手続きを行う

べきである。 

 エ 神戸フィッシャリーナ（施設）使用料の徴収

及び収納事務について，契約書では徴収した使

 

 

 

 

指定管理者に対して，今後は納付

手続きが遅延することがないよう指

導するとともに，今後，債権の管理

に関する条例に基づき債権管理の取

り組みを徹底する措置を講じた。 

 

 

平成 25 年 3 月分以降の使用料収

入については，条例施行規則に規定

された納付期限に設定する措置を講

じた。 

 

 

 

 

 

実験・研究用の貸しスペース(大

学サテライト研究室)の負担金の未

納を解消するとともに，今後，債

権の管理に関する条例に基づき措置

を講じた。 

また，現在は「神戸リエゾン・ラ

ボ運営要綱」を制定しており，これ

に基づき各使用者との負担金協定の

締結が完了した。 

 

 

 

 

 

事業者に対し，契約どおり履行す

るよう指導するとともに，契約に基

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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用料について，「毎月の 10 日までに」「前月の

使用料の実績を報告」し，「1 カ月分をとりま

とめて翌月 20 日までに納付書により指定金融

機関に払込まなければならない。」とされてい

るが，契約どおりに履行されていない事例が

あった。           （農水産課）

契約書に基づく適正な事務処理が行われるよ

うにするべきである。 

づく適正な事務処理を徹底する措置

を講じた。  

 

② 出納員による収納手続等について，適正に

行うべきもの 

農業共済掛金等の収納に係る事務処理につい

て，次のような事例があった。 

会計規則や「現金取扱事務の手引」に基づく

適正な事務処理を行なうべきである。 

ア 「現金取扱事務の手引」では，「複写式の領

収証書の作成には，必ず両面カーボンを使用す

る。」こととされているが，片面カーボンを使

用していた事例    （農業振興センター）

              
 イ 「現金取扱事務の手引」では，「未使用領収

証書つづりの受入れ」に際しては，「簿冊番

号，一連番号の確認をし，番号が付されていな

い場合は，直ちに番号を」付すこととされてい

るが，簿冊番号のみ付番し，一連番号を付番し

ていない事例     （農業振興センター）

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 2 月 26 日以降の領収証

書の作成には，両面カーボンを使用

するとともに，適切な事務処理を徹

底する措置を講じた。 

 

 直ちに一連番号を付番するととも

に，適切な事務処理を徹底する措置

を講じた。 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

⑵ 支出に関する事務 

 ① 支出に係る事務手続を適正に行うべきもの 

 支出事務について，次のような改善を要する

事例があった。 

 適正な事務処理を行うべきである。 

 ア 支出命令書が，請求書受理日から 30 日以内

に会計室に届けられず，30 日を超えて支出さ

れていた事例          

   （中央卸売市場西部市場，農水産課， 

              農業振興センター）

 イ 履行確認後，著しく支払いが遅れている事例

 

 

 

 

 

今後，このような事態が生じない

よう，指摘事項を念頭に適正かつ速

やかに支出事務処理を徹底する措置

を講じた。 

 

会計規則等に基づき，速やかな

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 
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            （農水産課）

 

 

 ウ 「財務会計事務の手引」では，「請求書にお

ける債権者の印」について，「見積書，契約

書，申請書，承諾書，債権者登録申請書等に用

いた印と同一のものであること。」とされてい

るが，債権者の印が契約書に用いた印と同一で

ない請求書を，支出命令書に添付し，支出を行

なっていた事例         （計画課）

支出事務処理を徹底する措置を講

じた。 

 

債権者に対して，契約書と同一の

印を請求書に用いるよう指導すると

ともに，所属長以下，全員で会計規

則を確認し，適正な事務処理を行う

よう周知徹底する措置を講じた。 

 

 

 

 

措置済 

 ② 副市長以下専決規程等に定める適正な決裁を

得るべきもの 

  物件等の調達や，補助金の交付に係る決裁に

おいて，次のような改善を要する事例があっ

た。 

副市長以下専決規程等に定める適正な決裁を

得るべきである。 

 ア 災害用備蓄物資の調達において，1,000 万

円を超える契約であるにもかかわらず，物品

調達（施行）決議書（経理契約用）につい

て，課長決裁しか得ていなかった事例 
                  （庶務課）

イ 平成 23 年度の補助金交付決定及び施行に

ついて，30 万円を超える金額であるにもかか

わらず，課長及び場長決裁により支出してい

た事例（農水産課，中央卸売市場西部市場）  

 

    

 ウ 副市長以下専決規程では，「新聞，ラジオ，

テレビ等による広告については，広報課長に

合議すること」，また，100 万円を超える「負

担金」等については，「財務課長に合議するこ

と」とされているが，必要な合議がなされて

いなかった事例  （工業課，企業立地課） 

 

 

 

 

 

 

 

適正な決裁区分に遡って是正する

とともに，今後，同様の事例が起こ

らないよう，専決規程等に基づき，

適正に事務を行う措置を講じた。 

 

 

 

適正な決裁区分に遡って是正する

とともに，今後，同様の事例が起こ

らないよう，専決規程等に基づき，

適正に事務を行う措置を講じた。 

 

 

適正な決裁区分に遡って是正する

とともに，今後，同様の事例が起こ

らないよう，専決規程等に基づき，

適正に事務を行い再発防止の措置

を講じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

措置済 
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 エ 東部市場防犯カメラシステム補修について,

相手方から提出されている「工事完了届」の

工事開始年月日が，書類上，見積日及び支出

負担行為等の起案日よりも先行している事例 

  （中央卸売市場東部市場） 

 
 今後は，事業者に対して書類の日

付等の記載内容を厳密に確認するよ

う指導するとともに，適正な手続き

を行う措置を講じた。 

 

措置済 

③ 概算払に係る精算事務を適正に行うべきもの

概算払について，神戸市会計規則では，「用

務終了後 5 日以内に支払精算書を作成し，直

近の上司に提出」することとされているが，前

渡金（概算払）支払精算書において，用務終了

日を概算払に係る期間の 終日にしているな

ど，用務終了日から 5 日以内に精算されてい

ない事例があった。 

（庶務課，経済企画課，企業立地課， 

観光コンベンション課，農業振興センター）

用務終了日を実績報告書受理日とするなど，

神戸市会計規則等に基づく適正な事務処理をす

るべきである。 

今後，同様の事例が起こることの

ないよう周知徹底するとともに，神

戸市会計規則等に基づく適正な事務

処理を行う措置を講じた。 

措置済 

④ 備品に区分される物品について，適正な支出

科目（「節」）で購入すべきもの 

物品会計規則事務取扱要綱では，「机・いす

類は取得価格に関係なく，すべて備品に区分す

る」とされているが，事務用品として調達した

いすについて，「需用費（11 節）」で支出し，

納品検査調書の物品管理簿記載省略欄に押印が

なされていた事例などがあった。 

   （庶務課，観光コンベンション課）

財務会計システムによる備品管理が始まるこ

とも考慮し，これまで以上に適正な支出科目

「備品購入費（18 節）」で支出することを徹底

すべきである。 

消耗品費（11-01 節）で支払った

「文具用品の購入」のうち，物品管

理すべきイスに関する支出について

は，備品購入費（18 節）に振替処

理を行うとともに，今後は適正な支

出科目で支出するよう措置を講じ

た。（観光コンベンション課） 

 

今後は適正な支出科目で支出する

よう措置を講じた。（庶務課） 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

⑶ 契約に関する事務 

① 契約書に則った適正な時期に支払事務を行う

べきもの 

平成 24 年度の委託事業等において，相手方

 

 今後，委託事業者に速やかに請求

書を提出するよう指導するととも

に，契約書に定める時期に支払事務

 

措置済 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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の請求の遅れ等もあり，契約書に定める支払時

期を遅延して支払が行われている事例が複数件

あった。  

（中小企業振興センター， 

観光コンベンション課，ファッション産業課，

       農水産課，農業振興センター）

契約に定める適正な時期に支出できるよう,

事務処理を行うべきである。 

 

を行うことを徹底する措置を講じ

た。 

② ３者契約における約款条項適用等について明

確化すべきもの 

市内企業の中国ビジネス支援のために開催す

る「中国ビジネス個別法律相談会」及び「日中

ビジネス基礎講座」の運営等に係る委託契約書

は，本市と乙，丙との３者契約となっていた

が，委託契約書には甲と乙との２者に係る条項

により構成される標準約款がそのまま使用され

ていたため，丙の危険負担などについて明確化

されていない事例があった。 （経済企画課）

契約履行をより確実にするため，丙の約款条

項適用等について明確化すべきである。 

平成 25 年度の契約については，

丙の約款条項適用を明確化する措置

を講じた。 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

③ 決裁や契約書等の記載内容に齟齬のないよう

事務処理を行うべきもの 

契約締結決裁に記載されている委託期間と委

託契約書及び業務実績報告書の委託期間が一致

していない事例，決裁の件名及び仕様書に記載

された事業名と委託契約書の題名が一致してい

ない事例があった。  （計画課，農水産課）

決裁や締結された契約書等の記載内容に齟齬

のないよう事務処理を行うべきである。 

直ちに決裁の委託期間を修正する

とともに，今後，このような誤りを

防ぐため，決裁や契約書等の記載内

容の確認徹底し，適正な事務処理を

行う措置を講じた。 

措置済 

④ 変更契約の締結に際し，副市長以下専決規程

に定める適正な決裁を得るべきもの 

委託契約における変更契約の締結にかかる決

裁において，次のような改善を要する事例が

あった。 

副市長以下専決規程等に定める適正な決裁を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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得るべきである。 

 ア 委託審査委員会の承認は経ているものの，

20％かつ 100 万円を超える変更であるにもか

かわらず，課長決裁しか得ていなかった事例 

         （商業課） 

 

イ 平成 23 年度に，次長決裁を得て契約締結

した委託契約の変更であるにもかかわら

ず，課長決裁しか得ていない事例 
          （ファッション産業課） 

 

適正な決裁区分に遡って是正する

とともに，今後，専決規程に基づ

き，適切な決裁を行うよう徹底する

措置を講じた。 

 
適正な決裁区分に遡って是正する

とともに，今後，同様の事業がある

場合は，専決規程に基づき，適切な

決裁を行うよう徹底する措置を講じ

た。 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 

⑤ 地方自治法の趣旨等を踏まえて，随意契約と

している理由を慎重に判断すべきもの 

平成 23 年度に，商業地等実態調査につい

て，委託審査委員会で承認を得て，委託契約を

締結しているが，委託審査委員会議案（審査項

目）の「4 当該契約業務が政府調達協定の適用

を受ける役務の場合，定められた手続により事

務処理を行っているか。」の項目欄が，未記入

のまま付議されているなど，随意契約とする過

程において十分な検討が行われなかった事例が

あった。  

            （商業課）

地方自治法の趣旨等を踏まえ，随意契約とし

ている理由を慎重に判断し，法令等の遵守のも

とで適正な契約事務手続を行うべきである。 

特例政令に定める特定役務に該当

する業務であり，その契約の結果を

公告する措置を講じた。今後，同様

の業務委託を行う際には，同政令内

容を確認し，定められた手続きを取

るよう徹底する措置を講じた。 

措置済 

⑥ 「委託事務の執行の適正化に関する要綱」の

趣旨を踏まえた適正な事務手続を行うべきもの

平成 23 年度の「平清盛ＰＲ用アニメーショ

ン作成業務委託」にかかる事務手続において，

平成 23 年 3 月 15 日付で，同一業者から 2 種

類の見積書が提出され，翌 3 月 16 日の委託審

査委員会の議案書では低い見積の金額や短い委

託期間で承認されていたにもかかわらず，契約

締結決裁ではもう一方の高い金額や長い委託期

間で契約事務手続を行っている。    

今後は「委託事務の執行の適正化

に関する要綱」の趣旨等を踏まえた

適正な事務を行うよう措置を講じ

た。 

措置済 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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        （観光コンベンション課）

「委託事務の執行の適正化に関する要綱」で

は，｢委託料の決定に当たっては，的確な予定

価格を算定しておくものとする。｣とされてお

り，当該要綱に基づいて設置された「産業振興

局委託審査会要領」では，審査委員会の変更に

係る審査事項として「履行期限又は期間の 30

日以上の延長に関すること。」「委託料の 10

パーセント以上の増加に関すること。」等の規

定がある。「委託事務の執行の適正化に関する

要綱」の趣旨等を踏まえた，適正な事務処理手

続を行うべきである。 

⑦ 再委託にかかる承認手続きを適正に行うべき

もの 

委託契約約款（第４条）では，「甲の書面に

よる事前の承諾なくして，委託業務を第三者へ

委託（請負その他これに類する行為を含む。）

（以下「再委託」という。）してはならない。」

とされているが，（財）みのりの公社へ委託し

ている平成 23 年度の「受精卵移植・育成牧場

管理運営業務」において，実績報告書に計上さ

れた「委託料（子牛引取料）」「委託料（その

他）」について，書面による承諾が行われてい

ない事例があった。  （農業振興センター）

約款に則った再委託にかかる承認手続きを適

正に行うべきである。 

指摘のあった 24 年度委託契約に

ついて，書面による承諾を行った。 

今後，約款に則った再委託承認手続

きを行うよう徹底する措置を講じ

た。 

措置済 

⑧ 適正な事業名が記載された報告書を徴収し，

納品検査調書の記載を適正にすべきもの 

平成 23 年度の「神戸産農産物普及・啓発業

務」に関し，委託契約書及び仕様書の事業名

と，相手方から徴収した委託事業完了報告書の

事業名が異なって記載されている事例があっ

た。 

また，当該委託契約書（23.4.1 締結）では，

「総額 984,690 円のうち，492,345 円を契約締

結後速やかに前金払，492,345 円を検査終了後

報告書の内容の確認を徹底し，

納品検査調書等を適正に作成す

るよう措置を講じた。 
 

措置済 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況

 

 - 11 -

に支払」とされているが，納品検査調書には

「平成 23 年 6 月 28 日概算払 492,345，今回

支払額 492,345」と記載されている事例があっ

た。             （農水産課）

報告書は事業名が適正に記載されたものを徴

収するとともに，「前金払」と「概算払」は性

格の異なるものであるため，納品検査調書等に

おいては，明確に区分した上で適正な記載を行

うべきである。         

⑨ 指定管理に係る使用許可等に関する基準につ

いて適正に記載すべきもの 

平成 23 年度及び平成 24 年度の神戸市産業

振興センター指定管理者協定書における「Ⅴ貸

館業務」の別紙，「神戸市産業振興センターの

使用許可等に関する基準」の記載の一部につい

て，神戸市産業振興センター条例施行規則と一

致していない部分があった。   （庶務課）

基準の記載内容は，規則と齟齬のないように

適正になされるべきである。 

平成 23 年度及び平成 24 年度の神

戸市産業振興センター指定管理者協

定書において，神戸市産業振興セン

ター条例施行規則と齟齬のないよう

遡って是正し，平成 25 年度産業振

興センター指定管理者協定書におい

ても適正な記載とするよう措置を講

じた。 

措置済 

⑩ 指定管理に係る管理運営状況等の協定書に

則った報告を求めるべきもの 

神戸市立自然休養村管理センターの管理運営

業務に係る協定書では，指定管理者は「セン

ターの管理運営状況」等の報告書を，「毎月 10

日以内に」「提出しなければならない。」と規定

されているが，監査日現在，平成 24 年度の報

告書について，提出されていない事例があっ

た。              （計画課）

センターの管理運営業務の適正を期するた

め，協定書に則った報告を求めるべきである。

指定管理者に対しては，協定書に

則り，報告書を提出するよう指導す

るとともに，今後は事務処理の漏れ

がないよう，書類の提出期限を明記

したチェックリストを作成し，所属

にて情報を共有する措置を講じた。 

 

措置済 

⑪ とりまとめて契約すべきもの 

同種のものについては，とりまとめて発注，

契約すべきであるにもかかわらず，近接した期

間に同一業者との間で，複数の専決契約を行っ

ている事例があった。 

      （庶務課，中央卸売市場本場）

一定期間に購入が必要な数量，予

算執行状況等を勘案の上，計画的か

つ適正に契約事務を行うように措置

を講じた。 

措置済 
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契約事務は，計画的かつ適正に行うべきであ

る。 

⑫ 発注後の変更に係る意思決定過程について，

客観的に保存すべきもの 

平成 23 年度に執行されている災害用備蓄物

資の調達事務の一部において，仕様書の納入場

所から実際の納入場所が変更されているもの

の，変更に係る意思決定過程について，書類

上，客観的に保存されていない事例があった。

               （庶務課）

発注後の変更に係る意思決定過程について

も，客観的に保存すべきである。 

平成 24 年度以降については，発

注後の変更に係る意思決定過程につ

いて所属長の決裁を取り，書類上，

客観的に保存するように措置を講じ

た。 

措置済 

⑷ 財産の管理に関する事務 

① 物品の管理を適正に行うべきもの 

物品の管理について，次のような改善を要する

事例があった。 

物品会計規則等に基づき，適正な事務処理を行

うべきである。 

 ア 平成 24 年度に「備品購入費（18 節）」で取

得した物品について，納品検査調書の記帳欄

に押印されておらず，監査日当日に提示され

た備品管理簿に記帳されていなかった事例 

           （工業課） 

 
 イ 平成 22 年 11 月 17 日に，不測の事態に備

えて緊急用に払い出したタクシーチケット 3

枚について，監査日現在，使用されることな

く，返納もなされていなかった事例 

            （中央卸売市場本場） 

 ウ 「現金取扱事務の手引」によれば，「プリペ

イドカードを使用する場合は，管理簿の補助

簿として」「使用簿を作成し」，「使用簿は，プ

リペイドカード１枚ごとに作成」することと

されているが，管理簿がカードの残高金額合

計で記入され，カード番号ごとに使用簿が作

成されていなかった事例    （計画課）  

 

 

 

 

 

 

早急に納品検査調書の記帳欄

に押印し，備品管理簿に記帳し

た。今後は遺漏の無いように処

理を行うよう，課内で啓発し，

再発防止の措置を講じた。 
 

当該緊急用タクシーチケットにつ

いては，一旦返納させる措置を講じ

た。 

 

 
管理簿は枚数で記入するように

し，カード番号ごとに使用簿を作成

する措置を講じた。 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 
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４ 都市計画総局 

⑴ 収入に関する事務 

① 賃貸料の収納事務を適正に行うべきもの 

六甲道地区駐車場の賃貸について，契約の相

手方が変更されたにもかかわらず旧契約者名あ

てに納入通知書を送付し，賃貸料を収納してい

る事例があった。      （経営管理課）

事業の承継が確認できる書類を求めるなど適

正な事務処理を行うべきである。 

 

 

事業の承継を確認できる書類およ

び履歴事項全部証明書を相手方へ求

め，契約書については契約相手方社

名を読み替えて取り扱う旨の決裁を

とり，平成 24 年度からは新契約者

名で賃料支払い請求を行う措置を講

じた。 

 

 

措置済 

 

 

 

 

② 物品売払代金の徴収委託を適正に行うべきも

の 

地形図等の販売を委託しているが，地方自治

法施行令が規定する物品売払代金の徴収委託に

関する告示がなされていない事例があった。 

               （計画課）

適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

地方自治法施行令第 158 条第 2 項

に基づく告示の事務処理を行った。 

今後同様の事業等がある場合は，

このような誤りのないよう必要な措

置を講じた。 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

⑵ 支出に関する事務 

① 要領の規定に従い補助金を支出するべきもの

神戸市特定優良賃貸住宅供給促進制度実施要

領は，家賃減額補助金の交付方法について，毎

月ごとの一般支払又は半年ごとの概算払を規定

しているが，民間事業者の管理する特定優良賃

貸住宅の家賃減額補助金が，毎月の概算払（半

年ごとに精算）となっている事例があった。 

           （住宅政策課）

同要領どおりの事務処理を行うか，実情に即

し要領の規定を改正するべきである。 

 

民間事業者の管理する特優賃の補

助金を毎月概算払している実情に即

して、要領の規定を改正した。 

 

措置済 

② 納品検査を適正に行うべきもの 

納品検査にあたり，発注書の内容と異なる内

容の納品書で検査を行っており，納品検査調書

を作成していない事例があった。 

             （住宅管理課）

割引対象の物品であっても，納品書には記載

させるべきであり，納品検査調書は履行期限や

 

納品検査にあたり，発注書と納品

書及び納品物で検査を行うこと，ま

た，納品検査調書も必ず作成するこ

ととし，今後このような誤りのない

よう必要な措置を講じた。 

 

 

措置済 
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物品の収納を確認するためのものであるので作

成するべきである。 

 

 

⑶ 契約に関する事務 

① 契約書の締結を適正に行うべきもの 

ア 契約期間の定め方が適正でない事例 

デュオこうべ浜の手家賃負担率水準調査に

関する委託契約において，仕様書記載の調査

報告書の提出期限が，委託契約書の委託期間

を越えている事例があった。（経営管理課） 

調査報告書は委託契約書の成果品であるの

で，適正な契約を締結するべきである。 

イ 適正な契約印を押印するべきもの 

・ 特定優良賃貸住宅民間管理法人指導等業

務にかかる委託契約書について，受託者で

ある(一財）神戸すまいまちづくり公社の

契約印が，賃貸住宅事務専用理事長印と

なっている事例があった。（住宅政策課） 

契約締結権限のある同公社理事長の印を

押印させるべきである。 

・ 土地売却にかかる契約書において，相手

方の契約印が印鑑証明書の印鑑と異なって

いる事例があった。   （住宅整備課）

用地事務の手引の原則に従い，実印の押

印を求めるべきである。 

 

 
ア  

今後，契約を締結する際は，成果

品の提出を含めて委託期間とするよ

う措置を講じた。 

 

  

 

イ 

・委託契約書の押印を契約締結権限

のある同公社理事長の印に改めさせ

た。今後，適正な契約印を押印する

ための措置を講じた。 

 

 

 

・本契約については，速やかに実印

の押印を受けた。今後，このような

ことがないよう，契約時の確認を徹

底する措置を講じた。 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

措置済 

② 委託事務審査委員会に諮り委託契約を締結す

るべきもの 

都市計画総局委託事務審査委員会要綱は，予

定価格が 100 万円以上の調査等の委託に関

し，委託先の選定や履行期限又は期間の 40 日

以上の変更に関すること等を委託事務審査委員

会の審査事項として規定しているが，市営住宅

駐車場の管理運営業務について,委託事務審査

委員会で承認を得た予定委託期間を 40 日延長

して委託契約を締結している事例があった。 

       （住宅管理課）

都市計画総局委託事務審査委員会要綱に基づ

 

 

委託契約期間の延長について，平

成 25 年 3 月 11 日の委託事務審査委

員会に諮ったが，委託期間だけでな

く，業務内容や契約額についても若

干の修正があったため，再度同年 3

月 25 日の委託事務審査委員会に諮

り追認を得た。 

 

 

 

 

 

措置済 

 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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き再度付議し委託契約を締結するべきである。  

⑷ 財産の管理に関する事務 

① 物品管理簿への記載を適正に行うべきもの 

ソフトウェア等を購入し，備品管理簿に記帳

しているが，単価を間違えて記載している事例

があった。 （まち再生推進課，建築調整課）

適正な事務処理を行うべきである。 

 

備品管理簿の単価を正しく修正し

た。 

（まち再生推進課，建築調整課） 

 

 

措置済 

 

 

② 事故報告を適正に行うべきもの 

工事現場での自損事故により公用車の修理を

しているが，行財政局監察室への自動車事故の

報告がなされていない事例があった。 

             （都市整備課）

自動車という財産をき損しているので，行政

調査規則第 8 条に基づき事故発生の初動段階

で「第一報標準様式」を，また正式な報告とし

て「事故通知書」を提出するべきである。 

 

行財政局監察室への事故報告につ

いては，早急に行った。 

今後は、安全運転と事故防止に留

意するとともに，万一事故発生の時

は，適正に手続きを行うよう必要な

措置を講じた。 

 

措置済 

③ 使用許可にあたっての事務を適正に行うべき

もの 

市営住宅の福祉的活用に係る使用許可におい

て，社会福祉法人から，使用期間等を「別紙の

とおり」と記載しているが別紙が添付されてい

ない使用許可申請書を受理し，誤った使用期間

を記載した使用許可書を交付している事例が

あった。          （住宅管理課）

使用期間は使用料の算定根拠となるので，適

正な使用許可申請書を受理し，それに基づいた

適正な使用許可書を交付するべきである。 

 

 

使用許可申請書に添付されていな

かった「別紙」を提出させた。 

 また，正しい使用期間を記載した

使用許可書を交付した。 

 今後適正な申請書を受理し，それ

に基づいた適正な許可書を交付する

ための措置を講じた。 

 

 

措置済 

 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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５ 区役所 

⑴ 収入に関する事務 

① 出納員による収納手続等を適正に行うべきも

の 

会計室の窓口業務時間外や，来庁者の利便性

を優先するなどして所管課窓口で使用料等を出

納員領収する際に発行する領収証書について，

以下のような事例があった。 

会計規則や現金取扱事務の手引等に基づいた

適正な事務処理を行うべきである。 

ア 複写記入できない様式の専用領収証書を用

いている事例（兵庫区総務課，西区総務課）

イ 会計規則所定の領収証書を用いているが，

片面カーボン用紙を使用して金額や出納員職

名を記入し，また，領収証書に予め一連番号

を付さずに使用している事例 

 （垂水区まちづくり課，西区まちづくり課）

ウ 領収証書（控）の日付と出納員払込票の公

金口座入金日が前後している事例 

          （西区まちづくり課）

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ア 平成 25 年 3 月 15 日以降当面の

間，公会堂使用料収入について，

会計規則所定のものを両面カーボ

ン用紙を用いて作成する措置を講

じた。 

  また公会堂使用申込みのための

専用領収証書についても，現在区

政振興課において複写記入可能な

様式を作成しているところであ

る。     （兵庫区総務課） 

  平成２５年度分以降当面の間，

公会堂使用料について，会計規則

所定のものを両面カーボン用紙を

用いて作成する措置を講じた。 

         （西区総務課） 

イ 両面カーボンを使用し，一連番

号を付するよう是正した。 

     （垂水区まちづくり課） 

  領収証書を記載するにあたって

は，両面カーボン用紙を使用する

よう周知徹底した。また，領収証

書に一連番号を付す措置を講じ

た。      （西区総務課） 

ウ 領収証書への日付記載にあたっ

ては，必ず当日の日付を確認する

よう注意喚起を行った。 

         （西区総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 

 

 

措置済 

 

 

 

 

措置済 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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⑵ 支出に関する事務 

① 専決規程に定める適正な決裁を得るべきもの

支出に係る決裁について，次のように専決規

程に定められた合議を得ていない事例があっ

た。            （灘区総務課）

適正な決裁を得るべきである。 

 ２５年度契約決議の際，区政振興

課長，管財課長へ合議し，不動審へ

の付議省略にかかる事前協議も監査

指摘後に実施しており，専決規定に

従い処理した。なお，事前協議の

際，２４年度契約決裁についても確

認のため，合議した。      

措置済 

 

 

 

 

 

⑶ 契約に関する事務 

① 予定価格を定めて契約決議をするべきもの 

区役所総合庁舎から発生した古紙類等の回収

及び売却を業者と単価契約する際に，契約予定

金額を定めずに課長専決契約としている事例が

あった。          （灘区総務課）

参考見積等による契約予定金額と前年度実績

等から算出した予定排出量とで収入予定金額を

決定した上で，その額に応じた決裁区分，契約

方法とするべきである。 

  

 平成２４年度第２四半期分以降の

古紙売却について，経理契約により

契約した。平成２５年度も経理契約

により契約しており，予定金額を定

めず専決契約することはなくなっ

た。        

 

 
 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 経理契約により契約するべきもの 

区役所総合庁舎から発生した古紙類等の回収

及び売却を業者と単価契約する際に，年度当初

に数社の見積もりを徴して契約業者を決定して

いるが，年間売却予定金額が 5 万円を超える

と考えられるにもかかわらず，区長専決契約と

している事例があった。 

     （須磨区総務課，垂水区総務課）

物品の売却又は廃棄の契約権限は区長以下専

決規程で定められており，課長で 2 万円以

下，区長で 5 万円以下となっている。 

参考見積等の結果，収入予定金額が 5 万円

を超える場合は，行財政局財政部契約監理課に

よる契約にするべきである。 

 平成２５年度より，契約監理課に 

依頼を行い，経理契約とする措置を

講じた。    （須磨区総務課） 

 平成２５年度契約は，年間売却予

定額が５万円以上の見込みのため，

経理契約を行った。 

        （垂水区総務課） 

 

措置済 

 

 

措置済 

③ 競争入札を行うべきもの 

電話設備保守点検業務について，区長委任規

則と区長の権限に属する事務の専決規程を根拠

として，数社で見積合わせの上，年間

1,228,500 円で請負契約を区長決裁で締結して

 平成２５年度の仕様内容を変更し

て，複数社による見積り合わせを

行った結果，１００万円未満であっ

たので，契約を締結した。 

 なお，今後とも見積額が１００万

措置済 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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いる。          （垂水区総務課）

神戸市契約規則ではこのような随意契約の上

限は 100 万円としており，区において競争入

札手続を行うか，予算を区に配分するのではな

く所管局が経理契約の手続きをするべきであ

る。 

 

以上の場合は，経理契約手続きを行

うこととする。 

 

 

④ 契約決議と契約書面の記述を一致させるべき

もの 

印刷用版下となる文書データの作成業務の委

託について，決裁文書の決裁日は平成 24 年 6

月 15 日であるが，契約書は 6 月 7 日に交わし

ており，また，決裁文書の納期は 7 月 10 日で

あるが契約書の納期は 7 月 20 日であるなど，

決裁文書と契約書の記述が一致していない事例

があった。      （西区まちづくり課）

6 月 7 日に決裁が完了した文書を 15 日に整

理をしたのであれば 7 日を決裁日と記入し，

また，次工程である印刷業者との調整作業を，

版下データ作成業者に義務付ける契約であれ

ば，仕様に業務内容を明示するとともに，調整

作業が必要でなくなる日を履行の期限とした決

裁文書にするべきである。 

 決裁文書の決裁日の記入の誤りに

ついては，修正した。 

 また，今後同様の事例が起こらな

いよう，版下データ作成と印刷にか

かる調整期間等の業務内容について

は契約書に明示するとともに，決裁

文書と契約書の記述は一致させるこ

ととする。  

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

⑤ 履行確認を適正に行うべきもの 

各区総合庁舎清掃業務について，業者と請負

契約を締結し，契約書および特記仕様書に，契

約金額および清掃業務の内容，作業場所等が定

められている。 

日常清掃業務について，業者から提出されて

いる報告書では特記仕様書に定められた清掃の

履行が確認できない作業場所があるのにもかか

わらず，経費が支出されている事例があった。

      （兵庫区総務課，西区総務課）

仕様書上の作業内容が反映された報告書の提

出を業者に求め，履行の確認事務を適正に行う

べきである。 

 請負契約締結後，請負業者との協

議の上，軽微な仕様変更について口

頭で合意しており，それに基づき履

行確認を行っていたが，仕様を変更

する契約変更を行い是正した。 

（兵庫区総務課） 

 報告書には，仕様書に定められた

契約内容を全て明記したうえで履行

確認を行い，契約金額を支払う措置

を講じた。    （西区総務課） 

措置済 

 

 

 

 

 

措置済 

 



 
 

指摘の概要 措置内容 措置状況
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⑷ 財産の管理に関する事務 

① 物品管理簿への記載を適正に行うべきもの 

委託契約により製作したものや，物品事務規

定の改正により記帳対象となったものなど，備

品管理簿に記載されていない事例があった。 

 （灘区まちづくり課，西区まちづくり課）

物品会計規則等に基づき，適正な事務処理を

行うべきである。 

  

 委託契約の成果物として納入され

たエッチングパネルについては，備

品管理簿へ登載した。 

（灘区まちづくり課） 

備品の棚卸しを行い，備品管理簿

にもれなく記載した。以後，購入し

た備品は，すべて備品管理簿に記載

済であることを確認している。 

      （西区まちづくり課） 

 

措置済 

 

 

 

措置済 

 

 

 

② タクシーチケットの管理を適正に行うべきも

の  

所管替えにより受け入れたタクシーチケット

について，管理簿を作成していない事例があっ

た。        （西区西神中央出張所）

適正に管理を行うべきである。 

 他課より預かったタクシーチケッ

トについては，早急に管理簿を作成

し，今後は適正な管理を行うための

措置を講じた。 

      

措置済 

 

⑸ その他 

① 公文書を適正に管理するべきもの 

平成 23 年度ふれあいのまちづくり助成金の

戻入調定決議書及び領収済通知書を実地監査日

に提出を求めたところ，所在が分からず提出で

きない旨の回答があった。 

         （垂水区まちづくり課）

収支月計明細表では，精算差額と同額の収納

は確認できるものの，公文書分類表所定の保存

期間内（調定決議書 3 年，領収済通知書 5

年）の管理及び保存を適正にするべきである。

             

 

３月中旬まで探したが，当該書類

を見つけることができなかった。 

なお，区長決裁を得て行財政局監

察室へ事故報告を行い，さらに課長

等に対し，区長より口頭注意を受け

た。 

今後，公文書の紛失が起こらない

よう，細心の注意を払って文書を取

り扱うことを所属職員全員に注意喚

起した。 

また，各ふれあいのまちづくり協

議会から提出される実績報告・決算

報告書と，調定決議書・領収済通知

書をそれぞれ別のファイルで管理し

ていたことも紛失の一因であると考

えられるため，平成２４年度業務分

にあっては，関連書類はセットで管

理するよう措置を講じた。 

 

措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況 

６ 行財政局行政監察部監察室 

 (1) 職場への啓発について 

① 新たな専決調達事務処理について 

不祥事の再発につなげないためにも事務処理

手順の意味づけの浸透に引き続き注力し，ルール

の遵守を徹底されたい。 

 

新たな専決調達事務処理に係

る手順やルールについて，引き続

き関係職員に対して研修を実施

するとともに，新たな専決調達事

務処理に係るマニュアル類や関

連基準を最新内容に適宜更新し，

庁内イントラネットへ掲載する

など，様々な機会を通じて周知徹

底に努めていく。 

 

措 置 方 針

等 

② 契約その他の支出負担行為に関する取扱いに

ついて 

これらのルールの意味づけと具体的な運用の

浸透に取り組まれたい。 

ア 契約行為に関する専決規程 

各専決規程において，物件労力その他の調

達・委託・請負などの契約の種類に着目した項

と，諸集会又は諸行事の開催のように事象の位

置付けに着目した項，さらには「その他の契約」

や「謝金その他これらに類するもの」の項など

が並列され，適用の優先順位が明らかではない

ため，決裁区分の適用が所属によって異なって

いる事例があった。 

イ 助成金等の支出負担行為 

事業助成金等の支出負担行為は，「財務会計

事務の手引」には「支出負担行為は（中略）補

助金の交付の決定のような公法上の債務を負

担する行政行為（中略）がこれにあたる」

（4.1-2-(1)イ支出負担行為）とある。しかし

ながらこれは，助成金等は契約と異なり申請後

速やかに支出される考え方で示したものとさ

れている。 

申請を受けて助成金の交付決定は行うが，そ

の後助成事業が実施され，支出は事業実績報告

を確認してから行う事例は少なくない。このた

め，助成金の要綱によって支出負担行為の時期

が異なっている事例があった。 

 

 

 

 

 

委託契約制度等の見直しを検

討した上で、必要に応じて専決規

程についても検討していく。 

 

 

 

 

 

 

事業助成金等の交付に伴う事

務においても，不適正な経理処理

の再発防止に向けた取組みの趣

旨を鑑み，適正な事務処理の執行

に向けたルールづくりについて，

検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措 置 方 針

等 

 

 

 

 

 

 

 

措 置 方 針

等 
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ウ 委託契約制度の運用 

委託事務の執行の適正化に関する要綱は，委

託先が特定の事業者に偏ることがないよう，ま

た，委託先選定手続の公正性や透明性の確保を

図る目的を持って昭和 56 年に制定された。そ

の後契約書の約款化や随意契約理由の精査な

どの見直しが行われて現在に至っている。 

しかしながら，契約しようとする所属が予め

見積り合わせやコンペを行って最低金額の提

示者を契約予定者として各局室区の審査委員

会へ付議している事例や，承認された額を何割

も上回る額や承認された期間を超えて契約し

ていた事例があった。 

 

委託契約については、平成 25

年度に改めて各局室区の契約の

点検を行い、随意契約事由や契約

方法等を精査する。その上で、「委

託契約」と「その他請負契約」の

整理や制度の見直しを検討する。 

 

 

措 置 方 針

等 

 

③ 物品管理事務について 

ア 物品管理簿 

事務処理手順の意味づけの浸透に引き続き

注力し，ルールの遵守を徹底されたい。 

 

「神戸市経理適正化外部検証

委員会報告書」の提言に基づき，

平成 24 年度に物品管理ルールを

一部見直すとともに，財務会計シ

ステムを活用した備品管理につ

いて，25 年２月から運用を開始し

たところである。今後，制度運用

後の職員からの意見等も踏まえ

ながら，研修資料の改善・充実を

図るとともに，様々な機会を通じ

て職員への周知徹底に努めてい

く。 

 

措 置 方 針

等 

(2) 内部統制ルールの策定手順について 

リスクアセスメントの手法を用いて内部統制の

充実に引き続き取り組まれたい。すなわち，個々の

原因の対応策だけでなく，組織のリスクの全体とし

ての洗い出しや分類を行うことでリスクを管理し

て適切な事務処理が行われる内部統制ルールの策

定に努められたい。 

事務処理の進行管理が十分できていないリスク

があるので，こうしたリスクも含めて検討された

い。 

 

「神戸市経理適正化外部検証

委員会報告書」の提言に基づき，

不適正な経理処理の再発防止に

向けた取組みを全庁体制で進め

ているところである。 

今後も，引き続き市の組織全体

としての意識改革やルール策定，

周知啓発を推進し，リスクの軽減

を図りながら，自律的な内部統制

の確立を目指していく。 

 

措 置 方 針

等 
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